
●中学校一種、高等学校一種免許状「国語」（日本文化学科）

・教科及び教科の指導法に関する科目 別表6-1　

＊　 「教科に関する専門的事項」について、中学校一種免許状取得希望者は合計36単位以上、高等学校一種免許状

取得希望者は「書道Ⅰ・Ⅱ」を除く合計36単位以上、中学校一種免許状および高等学校一種免許状両方の取得

希望者は合計40単位以上を修得しなければならない。

＊　 「各教科の指導法（情報機器及び教材の活用を含む。）」について、高等学校一種免許状のみ取得希望者は「国

語科教育法Ⅲ・Ⅳ」のうち1科目選択必修。

＊　下線のある授業科目は一般的包括的な内容を含む必修科目である。

・大学が独自に設定する科目 別表6-2　　
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